
役員報酬等規則 

                                                 

 （目的） 

第１条  この規則は名古屋中小企業投資育成株式会社（以下「会社」という。）の取締役

および監査役（以下総称として「役員」という。）の報酬その他の事項を定めた

ものである。 

 

 （役員の種類と適用範囲）    
第２条  役員とは、株主総会で選任された取締役および監査役をいう。 

 

 （役員報酬等の決定基準）     
第３条  役員の報酬等は、取締役および監査役で区分して株主総会が決定する報酬等総

額の限度内で、世間水準および対従業員給与・賞与とのバランス等を考慮して、

取締役の報酬等については取締役会で決定し、監査役の報酬等は監査役協議のう

え決定する。 

 

 （手当等）                  
第４条  役員には、月額報酬のほか、通勤手当および旅費を支給することがある。 

 

 （役員報酬の支払い）        
第５条  役員報酬は、従業員給与の支給日に支給する。 

 

 （施行）                    
第６条 この規則は、２００５年 ３月１１日から施行する。   

２  この規則は、２００７年 ５月２３日から改正実施する。 
  ３  この規則は、２００８年 ９月 ８日から改正実施する。 
  ４  この規則は、２０１０年 ６月２２日から改正実施する。 
 


